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この号で公布された条例のあらまし

◇ 山形県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例 （県条例第46号） （人事課）

１ 55歳を超える職員等の昇給について、その者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うこ

ととした。

２ この条例は、平成26年１月１日から施行することとした。

◇ 山形県麻薬中毒審査会の設置の特例に関する条例の一部を改正する条例 （県条例第47号）

（健康福祉企画課）

１ 題名を山形県麻薬中毒審査会の設置の特例等に関する条例に改めることとした。（題名関

係）

２ 山形県麻薬中毒審査会は、委員５人をもって組織することとした。（第２条関係）

◇ 山形県社会福祉審議会条例の一部を改正する条例 （県条例第48号） （健康福祉企画課）

山形県社会福祉審議会は、委員24人以内で組織することとした。

◇ やまがた歯と口腔の健康づくり推進条例 （県条例第49号） （健康長寿推進課）

１ この条例は、歯と口腔の衛生を保持するとともに、歯と口腔に関する疾患の予防及び治療に
くう くう

より、健全な口腔機能を維持すること（歯の機能回復を含む。）（以下「歯と口腔の健康づく
くう くう

り」という。）が子どもの健やかな成長並びに脳血管疾患、虚血性心疾患及び糖尿病をはじめ

とする様々な生活習慣病の予防等県民の全身の健康の保持及び増進に果たす役割の重要性に鑑

み、歯科口腔保健の推進に関する法律の趣旨を踏まえ、歯と口腔の健康づくりの推進に関し、
くう

基本理念を定め、並びに県の責務等を明らかにするとともに、歯と口腔の健康づくりの推進に
くう

関する施策の基本となる事項を定めることにより、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策
くう

を総合的かつ計画的に推進し、もって全ての県民の生涯にわたる健康で質の高い生活の確保に

寄与することを目的とすることとした。（第１条関係）

２ 歯と口腔の健康づくりの推進に関する基本理念を定めることとした。（第２条関係）
くう

３ 県の責務、県民の役割、歯科医療関係者の責務、保健医療関係者、福祉関係者、教育関係者

等の役割、事業者及び保険者の役割並びに市町村等との連携等について定めることとした。
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（第３条～第８条関係）

４ 知事は、５の基本的施策その他の歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の総合的かつ計
くう

画的な推進を図るため、歯と口腔の健康づくりについての基本的な計画を定めなければならな
くう

いこととした。（第９条関係）

５ 県は、歯と口腔の健康づくりを推進するため、歯と口腔の健康づくりに関する情報の収集及
くう くう

び提供並びに普及啓発に関することその他の基本的施策を実施することとした。（第10条関

係）

６ 知事は、歯と口腔の健康づくりの総合的かつ計画的な推進を図るため、定期的に歯と口腔の
くう くう

健康づくりに関する実態の調査を行い、その結果をインターネットの利用その他の適切な方法

により公表することとした。（第11条関係）

７ 県は、歯と口腔の健康づくりの推進について、県民の関心と理解を深めるとともに、歯と口
くう

腔の健康づくりへの取組が積極的に行われるようにするため、いい歯の日及びいい歯の週間を
くう

設けることとした。（第12条関係）

８ 県は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講
くう

ずるよう努めることとした。（第13条関係）

◇ 山形県営土地改良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例 （県条例第50号） （農村計画

課）

分担金徴収の対象となる県営土地改良事業として農業基盤整備促進事業を追加し、その分担率

の上限を0.225とすることとした。

◇ 国営土地改良事業負担金徴収条例の一部を改正する条例 （県条例第51号） （農村計画課）

負担金徴収の対象となる国営土地改良事業として国営村山北部土地改良事業を追加し、その負

担割合を300分の31とすることとした。
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条 例

山形県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成25年10月11日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

山形県条例第46号

山形県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例

山形県職員等の給与に関する条例（昭和32年８月県条例第30号）の一部を次のように改正する。

第６条第２項中「職員等を」を「職員等（次項の規定の適用を受ける職員等を除く。以下この項

において同じ。）を」に、「同項」を「前項」に改め、同条第３項中「に関する前項の規定の適用

については、同項中「４号給」とあるのは、「２号給」」を「の第１項の規定による昇給は、同項

に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる

場合の昇給の号給数は、人事委員会規則で定める基準に従い決定するもの」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成26年１月１日から施行する。

（山形県職員等の育児休業等に関する条例の一部改正）

２ 山形県職員等の育児休業等に関する条例（平成４年３月県条例第７号）の一部を次のように改

正する。

第15条の表及び第27条の表中「及び第６条第２項」を「並びに第６条第２項及び第３項」に改

める。

山形県麻薬中毒審査会の設置の特例に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成25年10月11日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

山形県条例第47号

山形県麻薬中毒審査会の設置の特例に関する条例の一部を改正する条例

山形県麻薬中毒審査会の設置の特例に関する条例（平成８年３月県条例第12号）の一部を次のよ

うに改正する。

題名を次のように改める。

山形県麻薬中毒審査会の設置の特例等に関する条例

本則を第１条とし、同条に見出しとして「（設置の特例）」を付し、同条の次に次の１条を加え

る。

（組織）

第２条 山形県麻薬中毒審査会は、委員５人をもって組織する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

山形県社会福祉審議会条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成25年10月11日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

山形県条例第48号

山形県社会福祉審議会条例の一部を改正する条例
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山形県社会福祉審議会条例（平成12年３月県条例第17号）の一部を次のように改正する。

第９条を第10条とし、第３条から第８条までを１条ずつ繰り下げ、第２条の次に次の１条を加え

る。

（組織）

第３条 審議会は、委員24人以内で組織する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

やまがた歯と口腔の健康づくり推進条例をここに公布する。

平成25年10月11日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

山形県条例第49号

やまがた歯と口腔の健康づくり推進条例

（目的）

第１条 この条例は、歯と口腔の衛生を保持するとともに、歯と口腔に関する疾患（以下「歯科疾
くう くう

患」という。）の予防及び治療により、健全な口腔機能を維持すること（歯の機能回復を含
くう

む。）（以下「歯と口腔の健康づくり」という。）が子どもの健やかな成長並びに脳血管疾患、
くう

虚血性心疾患及び糖尿病をはじめとする様々な生活習慣病の予防等県民の全身の健康の保持及び

増進に果たす役割の重要性に鑑み、歯科口腔保健の推進に関する法律（平成23年法律第95号。以

下「法」という。）の趣旨を踏まえ、歯と口腔の健康づくりの推進に関し、基本理念を定め、並
くう

びに県の責務等を明らかにするとともに、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の基本とな
くう

る事項を定めることにより、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推
くう

進し、もって全ての県民の生涯にわたる健康で質の高い生活の確保に寄与することを目的とす

る。

（基本理念）

第２条 歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなけれ
くう

ばならない。

(1) 県民一人一人が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとと

もに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。

(2) 全ての県民が、乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期において、適切かつ効果的な歯科

保健医療サービス（歯科医療並びに歯及び口腔に関する保健指導及び法第６条に規定する検診
くう

をいう。以下同じ。）を受けることができる環境の整備を推進すること。

(3) 保健、医療、福祉、労働衛生、教育その他の関連する分野の施策との連携を図りつつ、総合

的かつ計画的に歯と口腔の健康づくりを推進すること。
くう

（県の責務）

第３条 県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、歯と口腔の健康
くう

づくりの推進に関する施策を総合的に策定し、及び計画的に実施する責務を有する。

（県民の役割）

第４条 県民は、基本理念にのっとり、自ら進んで、全身の健康の保持及び増進のため、歯と口腔
くう

の健康づくりについての関心と理解を深めるとともに、歯科疾患に対する治療、相談、定期健康

診断等の歯と口腔の健康づくりについての日常的な支援を行う歯科医師等（以下「かかりつけ歯
くう

科医」という。）の指導並びに歯及び口腔に関する健康診査及び健康診断（以下「歯科健診」と
くう

いう。）を定期的に受けること等により、生涯にわたって歯と口腔の健康づくりに取り組むよう
くう

努めるものとする。

２ 父母その他の子どもと同居する家族は、乳幼児期及び学齢期の歯と口腔の健やかな成長及び発
くう

育が生涯にわたって健康に大きな影響を及ぼすことに鑑み、子どもの歯科疾患の予防及び早期の

治療、適切な食習慣を身につけることその他の歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるもの
くう
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とする。

（歯科医療関係者の責務）

第５条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療に関する業務に従事する者（以下

「歯科医療関係者」という。）は、基本理念にのっとり、県及び市町村が実施する歯と口腔の健
くう

康づくりの推進に関する施策に協力するとともに、保健、医療、福祉、労働衛生、教育に関する

業務を行う機関その他歯と口腔の健康づくりの推進に関する業務を行う関係機関及び当該業務に
くう

従事する者との連携を図ることにより、良質かつ適切な歯科保健医療サービスを提供するよう努

めるものとする。

（保健医療関係者、福祉関係者、教育関係者等の役割）

第６条 保健医療関係者（保健に関する業務に関係する機関及び団体並びに保健に関する業務に従

事する者並びに医療に関する業務に関係する機関及び団体並びに医療に関する業務に従事する者

をいう。）、福祉関係者（福祉に関する業務に関係する機関及び団体並びに福祉に関する業務に

従事する者をいう。）、教育関係者（教育に関する業務に関係する機関及び団体並びに教育に関

する業務に従事する者をいう。）その他関係者は、基本理念にのっとり、県及び市町村が実施す

る歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するとともに、歯と口腔の健康づくりに取り
くう くう

組む他の者と連携及び協力をし、歯と口腔の健康づくりを推進するよう努めるものとする。
くう

（事業者及び保険者の役割）

第７条 事業者は、基本理念にのっとり、県及び市町村が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に
くう

関する施策に協力するとともに、事業所において雇用する従業員の歯科健診の機会の確保その他

の歯と口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
くう

２ 保険者は、基本理念にのっとり、県及び市町村が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関す
くう

る施策に協力するとともに、被保険者の歯科健診の機会の確保その他の歯と口腔の健康づくりに
くう

関する取組を推進するよう努めるものとする。

（市町村等との連携等）

第８条 県は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の実施に当たっては、住民に歯及び口腔
くう くう

に関する保健指導及び歯科健診を行っている市町村及び団体との連携及び協力を行うものとす

る。

２ 県は、市町村が歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を策定し、及び実施しようとすると
くう

きは、その求めに応じ、情報の提供又は専門的若しくは技術的な助言を行うものとする。

（基本計画）

第９条 知事は、次条に定める基本的施策その他の歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の総
くう

合的かつ計画的な推進を図るため、歯と口腔の健康づくりについての基本的な計画（以下「基本
くう

計画」という。）を定めなければならない。

２ 基本計画は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する基本的な方針、目標及び施策の基本的な方
くう

向について定めるものとする。

３ 知事は、基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ歯科保健に関する学識

経験者及び歯科医療関係者等の意見を聴くとともに、県民及び市町村の意見を反映させることが

できるよう必要な措置を講ずるものとする。

４ 知事は、基本計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。

５ 知事は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の進捗及び社会状況の変化を踏まえ、基本
くう

計画を必要に応じ見直すものとする。

（基本的施策）

第10条 県は、歯と口腔の健康づくりを推進するため、次に掲げる基本的施策を実施するものとす
くう

る。

(1) 歯と口腔の健康づくりに関する情報の収集及び提供並びに普及啓発に関すること。
くう

(2) 県民が、生涯にわたり歯と口腔の健康づくりに取り組むための環境の整備に関すること。
くう

(3) 乳幼児期及び学齢期における歯と口腔の健康づくりに必要な支援に関すること。
くう
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(4) 歯磨き、フッ化物応用その他歯科疾患予防のための対策に関すること。

(5) かかりつけ歯科医や集団健診による定期的な歯科健診の受診の促進に関すること。

(6) 歯と口腔の健康づくりの観点からの食育、生活習慣病対策及び喫煙対策の推進に関するこ
くう

と。

(7) 障がい者（障害者基本法（昭和45年法律第84号）第２条第１号に規定する者をいう。）、要

介護者（介護保険法（平成９年法律第123号）第７条第３項に規定する者をいう。）その他特

に支援を要する者への歯科保健医療サービスの提供に関すること。

(8) 歯と口腔の健康づくりの推進に係る業務に携わる者の人材確保、育成及び資質の向上に関す
くう

ること。

(9) 災害に備えた歯科保健医療体制の整備に関すること。

(10) 歯と口腔の健康づくりの効果的な実施に資する調査研究に関すること。
くう

(11) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりの推進に必要な施策
くう

（実態調査）

第11条 知事は、歯と口腔の健康づくりの総合的かつ計画的な推進を図るため、定期的に歯と口腔
くう くう

の健康づくりに関する実態の調査を行い、その結果をインターネットの利用その他の適切な方法

により公表するものとする。

（いい歯の日及びいい歯の週間）

第12条 県は、歯と口腔の健康づくりの推進について、県民の関心と理解を深めるとともに、歯と
くう

口腔の健康づくりへの取組が積極的に行われるようにするため、いい歯の日及びいい歯の週間を
くう

設ける。

２ いい歯の日は11月８日とし、いい歯の週間は同日から同月14日までとする。

３ 県は、市町村その他歯と口腔の健康づくりの推進に関する取組を行う者と連携し、いい歯の日
くう

及びいい歯の週間の趣旨について普及及び啓発に努めるものとする。

（財政上の措置）

第13条 県は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置を
くう

講ずるよう努めるものとする。

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ この条例の施行の際現に定められている歯と口腔の健康づくりについての計画は、この条例の
くう

施行後においては、この条例の規定により定められた計画とみなす。

山形県営土地改良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成25年10月11日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

山形県条例第50号

山形県営土地改良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例

山形県営土地改良事業分担金徴収条例（昭和36年３月県条例第12号）の一部を次のように改正す

る。

第３条第１項の表地域水田農業支援緊急整備事業の項を削り、同表耕作放棄地解消・発生防止基

盤整備事業の項の次に次のように加える。

農業基盤整備促進事業 0.225

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

国営土地改良事業負担金徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。
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平成25年10月11日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

山形県条例第51号

国営土地改良事業負担金徴収条例の一部を改正する条例

国営土地改良事業負担金徴収条例（昭和53年３月県条例第14号）の一部を次のように改正する。

「

別表中 国営米沢平野二期土地改良事業 を

」

「

国営米沢平野二期土地改良事業

に改める。

国営村山北部土地改良事業

」

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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